
8:00～10:00、16:00～20:00の間に事故が多発しています。

この時間帯は特に注意をお願いします。

の実践で交通事故防止

９月～２月は午後４時

7

14 41

　　西区では追突事故の割合が県下平均27.5%よりも高くなっています。

　　車間距離を十分にとり、前方をしっかり見て運転しましょう。

自転車運転者講習制度の対象にもなります！

ラ イ ト点 灯 推 奨 時 間

人身交通事故発生状況

（交番・駐在所受持区域別）

令和６年 神戸西警察署

12月末 令和7年1月15日

３月～５月は午後５時

31

「横断歩道合図(ｱｲｽﾞ)運動ﾌﾟﾗｽ」

◍　歩行者は手と目で「わたります」の合図を

◍　運転者は手と目で「どうぞ」の合図を

◍　運転者は横断歩道の手前で減速を
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６月～８月は午後６時
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横断歩道は歩行者優先です。おもいやり運転をお願いします。

51
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68

運転中の

ながらスマホ
酒気帯び運転

６月以下の懲役

又は10万円以下の罰金

３年以下の懲役

又は50万円以下の罰金

  違反者は

神戸西交通事故ミニ白書
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神戸市西区内の交通事故発生状況
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違反別（件数）

安全運転義務

速度超過 その他
歩行者

妨害等

14 37161 00

歩行者の違反

6828

※　神戸市西区内のハイ

ビーム活用促進路線は、

小部明石線（木見交差点

～水谷２丁目交差点の

間）

です。

61

113117119105

151

102

0

50

100

150

200

日 月 火 水 木 金 土

曜日別

81

119
93

79 88

121
116

36
17 8 0 10

0

50

100

150

６
～
８

８
～
1
0

1
0
～
1
2

1
2
～
1
4

1
4
～
1
6

1
6
～
1
8

1
8
～
2
0

2
0
～
2
2

2
2
～
０

０
～
２

２
～
４

４
～
６

時間別

富士見が丘

神出

岩岡
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国道２号バイパス

野村明石線
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神戸加古川姫路線

27
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33
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神戸加古川姫路線

神戸三木線
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65
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罰則規定整備
自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」

202
4.11

人は反射材・車はライト

お互いに知らせあいましょう！

◍タスキ等反射材用品の着装

◍早めのライト点灯

◍ハイビームの活用

ぺダル付き電動バイク

電動アシスト自転車と間違えないで！

ペダルがあっても原付です！

◍ 原付以上の運転免許が必要

◍ ヘルメットの着用が義務

◍ ナンバープレートの表示や

自賠責保険への加入が必要

◍ 歩道の走行禁止 ほかにもルールがあります


